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多国籍企業は，今日における経済界，生活

世界，そして“環境”を，地球の隅々に至る

まで型付けている。多国籍企業は職場を提供

し，財とサービスを生産し，多くの者に経済

的豊かさを与え，精神的自由を広めた。しか

しながら，他方で多国籍企業は文化的･生物

学的多様性の貧困化にも寄与し，福祉水準を

侵食し，不平等を拡大させ，自然資源を破壊

している。企業が恵みとなるものと，破滅に

導くもの両方をもたらすということは，領域

国家とその法が長い間取り組んできた，古く

からある問題だが多国籍企業の特殊性は，さ

まざまな理由により国家の法秩序から逃れる

ことができる，ということのうちにある。

このような状況に対応して，法実務と法学

は，ここ数十年の間，法秩序から逃亡する多

国籍企業をどのように法的に捕捉するかとい

う問題に取り組んできた。とりわけ重要なこ

とは，企業の自己組織化と自己制御の潜在力

を見つけ出し，国家と諸国家共同体の現行法

との関係の中へそれを位置づけるということ

である。このような発見の旅は，成功するよ

うに思われる：多国籍企業の自主法は，存在

し，重要なものであることが論証されている1。

国家法は部分的に排除され，しばしば過大要

求され，裏をかかれたり無視されることもあ

り，また代替されることも稀ではない。

多国籍経済の自主法を論証することは，も

ちろん，社会学的には特に驚くべきものでは

ない。なぜならば，社会と経済は，法に先立

つ固有の準則システムなしには全く考えられ

ないからである。国家と個人の間に社会規範

が存在するというのは，古くからの法社会学

的認識である2。

不思議なことに企業は，国家法が本来自分

達の私的利益を助成しようとするものである

のに，これを利用しない。このようなことが

見られるのは，特に企業が，国家横断的経済

取引において，各国の多様な法秩序に晒され

ており，取引に関しては，互いにむしろ独自

の規範を定立することの方がより簡単だと考

える場合，あるいは費用のかかる裁判手続き

を回避するため，仲裁裁判所が設置される場

合である。

しかし，企業に自主法を促す本来的な契機

は，自己制御が公益に対する敬意を保障すべ

き場合に初めて発生するのである。自己の企

業内において事業を組織化し，あるいは共通

の生産物の生産のために事業のネットワーク

を張り巡らしたり，あるいは他の企業と技術

システムの互換性（例えばコンピュータの

ハードウエアとソフトウエア）について合意

したりすることと，相当な賃金の支払い，健

全な労働条件の整備，（法律上定められた損

害賠償請求の範囲の外での）消費者の健康損

害の回避，自然資源の保全，を達成すること

は，別の事柄なのである。費用の外部化の可

能性を利用するのではなく，公益を内部化す

るような領域での自己規制は，一つの真の発
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見といえるだろう3

この発見が証明できるならば，国家と諸国

家共同体のフォーマルな法との関係に関する

問題は，新たな展望の下に置かれるだろう：

フォーマルな法が周辺に追いやられることに

よって，公益の遂行可能性がなくなるという

懸念は，根拠がなくなる。なぜならイン

フォーマルな自己規制が信頼しうるものであ

るからである。しかし，このような命題が与

えられないとすれば，改めて事実に対抗する

規制法について考えなければならなくなるで

あろう。

多国籍企業が，どの程度公益において自己

規制を実践するか，が問題となるのは，特に

親会社がある本国の法と，子会社がある現地

国の法との間に規制の落差が存在する場合，

すなわち子会社が「南」に籍を置く，「北」

のコンツェルンのケースである。コンツェル

ン本国の厳格な法は，国際法上の領域原則に

従えば，子会社がある国には基本的に妥当し

ない4。規制の落差は，国際法によっても埋

められないし，多国籍企業の活動に関する規

範を包含している国際法によっても埋められ

ない。というのも多国籍企業の国際法主体性

が承認されない限り，国際法上の義務の名宛

人は，契約国に止まるからである。契約国は

自国内で規範を実施しなければならない。標

準以下国においてはこのことが充分にはなさ

れないのである。

ここから我々の研究プロジェクトの問題提

起が生じる。第一に，多国籍企業は，規制の

落差を利用し尽くすのか，それともこの欠を，

多国籍企業は自己規制によって埋めるのか？

第二に，自己規制が確認できる場合，国家法

はこれに対してどう反応するのか？

我々の研究は，ドイツに親会社の本籍を置

き，世界中に子会社を持つが，特にケニアと

ブラジルに子会社を持つコンツェルン１０社

を事例研究対象として選択した。ケニアとブ

ラジルは，それぞれ途上国と中進国として位

置づけられるからである。

我々は，一方でインフォーマルな法と，コ

ンツェルン親会社と子会社による自己規制の

実務を社会学的に調査した。すなわちコン

ツェルンと子会社における聞き取り調査と，

資料分析を行った。他方でこれに引き続き，

国家法と国際法が多国籍企業の規範的な「先

払い」をどの程度受け止め，それにどの程度

の法効果を接続させたのか，を検討した5。

Ⅱ．多国籍企業の自主法

１．現状

ブラジル6とケニア7において，企業や，

官庁，環境団体，労働組合の各代表者とイン

タヴューを行った。さらに企業や，研究者，

NGO，マスコミが書いた文書を検討した。

調査資料が少ないケニアでは，化学部門以外

の産業も調査対象とした。

ブラジルに関しては，以下のような観察結

果が出た。自己規制がレトリック以上のもの

とはならないという仮説，つまり問題から目

をそらし，官庁のコントロールの裏をかく

green-washingは，確認されなかった。自己

義務付け（“Responsible Care”），行為基準

（code of conduct），そして監査システムは，

総じて環境行動に作用を行使し，国内法にお

ける隙間を調整したが，その場合，本国の法

の水準は達成されなかった。つまり，準則の

落差が乱用されてはいなかったが，他方，落

差は十分に埋められていなかった。それに加

えて，自己規制形式が存在するにもかかわら

ず，個別の事例においてスキャンダラスな状

況の発生は，排除されなかった。

環境保護への投資は，たいていの場合，施

設のより高い収益性をもたらすということに

よって，ブラジルにおける全体として相対的

に肯定的な総括が説明されうる。工場密集地

域にある施設が大きな環境問題を抱え，積極

的な環境行政がこれに対応している限りは，

官庁の影響も大きいが，地方の状況は，弱い

官庁が，大きな被害を甘受せざるを得ないと
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いうものである。一般的に，明確な自己規制

は，官庁の企業に対する信頼をもたらし，こ

れに対応する規制強度の後退を招く。世論の

影響は工場密集地においてより強く，多国籍

企業にとっては重要な方向性を決める目印と

なる。ここではまさに，自己義務付けは，問

題状況に対する住民の注意を喚起する。それ

に対して，地方の地域においては，多国籍企

業は，世論に対してより多くの透明性や参加

を約束する自己義務付けに，広範囲に違反し

ている。その場合，多国籍企業はその正当化

のために，住民のより低い教育水準を好んで

援用する。調査結果が示しているのは，

フォーマルな法の信頼できる枠組みがなけれ

ば，自己規制はよい結果をもたらさない，と

いうことである。

ケニアにおいては，それぞれのタイプを代

表する三つの企業を研究した。ドイツの多国

籍企業の子会社は，実際に，完全にとはいえ

ないにしても，コンツェルンの基準によって

規定されており，これを実務に移していた。

すなわちここではコンツェルンの自己規制に

ついて語ることができる。それに対して，土

着の企業においては，自己義務付けのメカニ

ズムがほとんど全くといっていいほど欠けて

おり，企業の実際の環境対応もひどいももの

であった。三つ目のタイプの企業は，同様に

土着の企業であるものの，集中的な学習過程

を導入していた。これは，環境保護への投資

が同時に施設の収益性にも寄与するという認

識と経験によってとりわけ影響を受けたもの

であった。これによると，自己義務付けは，

固有の習得過程から，つまり背後のコンツェ

ルンなしに可能であるということになる。そ

の場合，ブラジルとは異なり，世論の要素は

ほとんど影響がない。なぜならば，ケニアに

おける世論の環境意識は，“はじめに発展，

次に環境保護”という見解によって形成され

ていたからである。しかし，調査結果は同時

に，この状況は徐々に改善され，住民並びに

国内に広がる環境保護団体が，不真面目な企

業をわずかではあるが，改善へと推進させる

ことに成功していることを示している。

コンツェルンの本国としてのドイツにお

けるインタヴューと資料分析によって8，コ

ンツェルンにおいて自己定立されるイン

フォーマルな規範の三つの層が明らかになっ

た。

�コンツェルンの中心は，外国にあるその

子会社に対して具体的な技術基準を確定して

いる。この基準は，コンツェルン中央の部署

間，中央と子会社間での経験の集積と修正の

反復的プロセスの中で練り上げられたもので

ある。基準は，コンツェルン中央本国および

本国にある子会社の基準の水準に指向されて

いるが，現地における技術的，経済的，法的

条件も取り入れられている。�基準は，コン

ツェルン内部の監査システムによって実施さ

れている。これは特に，親会社に対する子会

社の文書による報告義務と，コンツェルン内

部の監査人の現地訪問からなっている。コン

トロールは，現地と中央の二つのパースペク

ティヴから，どちらかというと協力関係とし

て特徴づけられるが，この表現が親会社に

とって相応しいかどうかは疑わしい。�内部

的基準と監査システムとならんで，外部に対

して発せられる多国籍企業のいわばイン

フォーマルな外交法を意味する，自己義務付

けが存在する。 これは顧客や世論に対して

信頼を創出することに適合している。これに

相当するのは，特に健康と環境保護の観点か

ら企業行動の原則の遵守を約束する，多国籍

企業の企業指針である。

現地国の公式法の観点からすると，この外

交法の妥当は，抽象的には承認されているも

のの，その遵守は監査において審査されず，

子会社に委ねられている。その理由は，監査

人が現地国語を話さないということもあるが，

典型的には，監査人がエンジニアとして扱う

ことのできる，現地国の具体的な基準が存在

しないということによっている。

したがって多国籍企業の有効な自己規制は，
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自己定立された規制によって証明可能である。

自己規制は，ドイツを本国とする多国籍企業

によって，現地の企業に比べてより効果的に

実現されている，と総括することができる。

２　自己規制の条件

この調査結果を一般化することができるか

どうか，多国籍企業をグローバルな基準にお

いても規制の資源とみなすことができるかど

うか，という問いとの関連において，どのよ

うに自己規制を説明することができるか，と

いう問いが立てられる。上記に挙げた研究の

一部は，すでに重要な要因を確認している。

行政官庁の影響とならんで，NGOの圧力と

顧客と社会におけるイメージ損失の恐れがそ

れである9。

特に重要なのは，技術者の専門性と，多国

籍企業の“経験領域”における組織的な学習

過程であり，このことは，土着の企業の取引

領域と，多国籍企業の取引領域を体系上区別

する必要はないのか，という問題と関連する。

多国籍企業は，土着の企業に比べてはるかに

多くのノウハウと資金を自由にできる。この

ことは，多国籍企業に対する高められた法的

要求を正当化するのではないか？

さらに改善された科学技術に対する投資を

通した，経済的な効率性の獲得を上げること

ができる。もちろん，ケニアの例が示してい

るように，企業経営者がこの全く利己的な有

利性を認識していないということはあり得る。

そのような効率性獲得の向こう側では，当該

領域で費用競争が激しくなればなるほど，費

用がかさむ自己規制は，限界に突き当たる。

さらに，決定的なのは生産方法の違い（例

えば，露天掘りと銀行業を比較せよ），企業

の計画見通しの長期性（伝統的なコンツェル

ンと投機的な投資とを比較せよ），その所在

地のある国家によって非常に影響を受けるコ

ンツェルンの一般的な環境文化（ヨーロッパ

の多国籍企業の活動と，例えば韓国の多国籍

企業の活動には違いがある）。

しかし，特に懐疑が存在するのは，何かを

もたらすという自己規制潜在力ついてである。

これは自己観察の盲点いうことができるであ

ろう。個別の経済部門は，それぞれに特定の

タブー領域を持つが，それは第三者の対場か

ら環境問題とみなされるものであって，彼ら

自身によってはそうみなされない。殺虫剤の

生産者は殺虫剤の廃棄には踏み入らないであ

ろうし，原子力発電所の操業者は原子力から

の脱却には立ち入らないであろう。そして自

動車の生産者は，道路建設に抗議したりはし

ないのである。

Ⅲ．多国籍企業の自主法と国家のフォー
マルな法

１　自己規制とフォーマルな法との間の橋

渡し

このような状況は，距離を置いた位置から

フォーマルな法を設定するということを不可

欠なものにする。そのような法は，カズイス

ティックに自己規制と結び付けられうるが，

今ある自己規制とは独立して，政治的決定か

らも生じる。社会的な動向に対する政治上の

対抗手段が強調されなければならない。なぜ

ならば，自己規制に関する文献は，自己規制

的な先行的譲歩と直結しているようなフォー

マルな法のみを理性的で効果的なものとみな

す傾向があるからである。“政治的な”法が，

非効果的で，破壊的で，あるいはTeubner

によって定式化された規制のトリレンマ10の

意味における単なる象徴的なものである，と

強調される危険は，システム理論が前提とす

るような，経済システムと法システムの分離

から生じるものではなく，私見によればその

時々に見出された解決の問題への適合性の欠

如から生じているのであり，これは予見され

戦略的に回避されるべきものでありながら政

治の領域において未解決のままとなっている

のである11。

創発的自己規制と，政治的ならびに法的に

基礎付けられた法定立の並立に鑑みると，イ
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ンフォーマルな法とフォーマルな法の橋渡し

を，いかに正確に規定することができるかと

いう問題が生じる。間合法性 Interlagalität12，

システム間の相互干渉 Interferenz13，システ

ム間衝突法14といったかつての理論は，この

“間 inter”が何を本質としているかという問

題を投げかけたのだが，近年になってようや

くより正確な考察がなされるようになった15。

ここで我々は再び，存在から当為への移行と

いう古い問題に直面する。重要なことは，こ

の移行の暗部をより正確に把握することであ

るが，この暗部は，次のようなパラドックス

を抱えているために，完全には明らかになら

ないのである。すなわち当為（形式法）は，

存在（社会的実践）から論理的には引き出し

えず，「抗事実的に」実践に型をはめる。し

かし，当為は「何らかの仕方で」存在から生

み出される。と同時に存在が当為からかけ離

れると，これは挫折する。

社会学と法学という二つの学問は，それぞ

れの構成を可能な限り架け橋へと近づけるこ

とができる。社会学のパースペクティヴは，

社会の自己産出秩序を提示し，法が利用する

ことのできる，法に先立つ社会の機能に注意

を喚起することができる。反対に法学的パー

スペクティヴは，法において社会の自己秩序

に依拠する形式を明るみに出すのである。

２　多国籍企業の自己規制と，フォーマル

な法への連結

ａ）法社会学的パースペクティヴ

インフォーマルな規範とフォーマルな規範

の照応関係は，

� コンツェルン固有の技術的な基準と，

法的な責任の間，

� 監査システムと，親会社の法的責任の

間，

� 公表された自己拘束と，契約上の拘束

の間，

に観察される。

� 子会社の生産過程に関して多国籍企業

が定立する技術的な基準は，事実上の取

引慣行（これは調査対象である行為者の

範囲全体に特徴的なものである）と，客

観的な要請(例えば様々な装置の構造上

の負荷能力)を規定している。その遵守

は損害の回避のために不可欠の前提であ

る。同時にこの基準はそれが遵守される

べきだという，正当な期待を根拠付ける。

これに責任規制が連結し，基準からの逸

脱にサンクションを加えることが可能と

なろう。

� コンツェルンの内部的監査システムは，

コンツェルン指導部の様々な監督・修

正・介入権限とともに，規範を構成する

要素を持っている。これによって企業内

部で経験に基づき再構成可能な責任分配

が，多国籍企業の特定の監督義務及び注

意義務との関連で正当な期待を根拠付け

ている。このことは組織不全に対する多

国籍企業の自己責任という想定にとって

重要なことである。

� 自己規制の，法への第三の移行は，自

己拘束の宣言である。もっとも，できも

しないことの公言は，正当な信頼を得る

のに適合しない。Herbergによれば宣言

は，それが信頼を創出し，それによって

社会的拘束力を持つものとして妥当する

には，法的な命令と経営上必要な水準を

超えていなければならず，またある程度

の明確性を示しており，内容的には，事

実に即して存在する問題を提示していな

くてはならない。さらに執行のための組

織的な対応がとられていることを明示し

なければならない。こうした条件が満た

されれば，例えば契約法との連結のため

の基盤が用意される。

ｂ）法教義学上のパースペクティブ

法教義学的考察は，法社会学的考察と違っ

て，必ずしもいわば外部から法へ，という視

角からではなく，参与者としていわば法の内

部から，どの程度自己規制が，法的効果の要
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件とみなされるかを問うものである。その場

合中心的な意味を持つのが，社会的自己拘束

を，フォーマルな法へ移行させる（したがっ

て移行概念として記述することができる）特

定の指示条項である。この移行概念は，行政

法にも（例えば技術上の発展への指示をする

「技術水準Stand der Technik」）以下に検討

する私法にも存在する16。

法社会学的に観察した三つの局面での，多

国籍企業の自己拘束からフォーマルな法への

移行に対応して，三つの法的移行概念，すな

わち取引慣行，組織義務，信頼創出が区別さ

れる。これらの概念は，現地国にある子会社

と住民との法的関係（aa），現地国住民と親

会社の国を超えた法的関係（bb），および本

国における親会社，と住民の法的関係（cc）

である。

aa）現地国における損害責任と官庁の介入

過失（「取引に必要な注意義務」の無視）

条項と，技術規格（「技術の一般に承認され

た準則」｢技術水準｣）によって，技術上のス

タンダードに，フォーマルな法が結合する。

これらは，損害責任ならびに行政法上の介

入を惹起する。もっとも裁判所の決定の分析

は次のことを示している。すなわち社会的な

自己制御の実践に対するこのような指示の潜

在力は，裁判実務においてはまったく発揮さ

れないということである。ケニアについてい

えば，損害責任法はイギリス法の受容により

極度に再分化された形式によって存在するも

のの，環境法の実務においてはほとんど適応

されていない。というのも被害者は法的な保

護を求めず，多国籍企業の事例において損害

賠償事例は極めて稀だからである。これに対

してブラジルでは，産業活動による損害責任

に関するおびただしい数の決定が存在する。

しかし企業固有のスタンダードが援用される

のは稀である。行政法は確かに自己制御に接

続する条項を指示している。しかし多国籍企

業が自ら定立した基準を捕捉するのに適切な

手段としての国家の技術的基準は，具体的な

形で定式化されていない。官庁は，多国籍企

業が広範な事業において自分自身をコント

ロールすることに信頼を置いているのである。

bb）コンツェルン親会社の損害責任

例えばコンツェルン・責任法における組織

の瑕疵に関する規定が，監査システムと連結

する。コンツェルン親会社の本国の法にある

この規定は，子会社が展開する現地国に住む

被害者にも適応の可能性を開くものである17。

その場合まず子会社が，技術基準違反ゆえに

自ら責任を負うということが前提となる。こ

れに，コンツェルン親会社への介入のための

二つの異なる責任事由が結びつく。すなわち

コ ン ツ ェ ル ン 関 係 か ら 子 会 社

に対して発生する責任（いわゆるコンツェル

ン責任）と，コンツェルン親会社の自身の行

為による責任である。コンツェルン責任は通

常，親会社と子会社の法的な分離の乱用と結

びついている。例えば親会社が子会社に充分

な資金を与えていないため，子会社は損害賠

償義務を実行できないということになる。こ

うした｢企業のヴェールを見抜く｣必要のある

状況は，あちらこちらに存在するが，これに

環境責任を課することには困難が多い。

これに対して親会社が環境損害を自ら引き

起こした場合の責任については，これを問う

ことが容易である。特定の指揮義務の懈怠が，

損害発生への寄与となる。例えばコンツェル

ン親会社が，技術基準を予め与えることを怠

り，あるいは現地での教育を怠り，あるいは

子会社の行為の監督を怠った場合であり，こ

れは指揮懈怠と表示されえよう。問題は，コ

ンツェルン親会社の指揮義務に法的根拠があ

るか否かである。というのも会社法上は，ま

さに子会社の法的独立が意図されているから

である。

指揮義務は，コンツェルン親会社が，子会

社の環境行為との関連で一定程度の指揮任務

を実際に引き受けた，ということから導出す

ることができる。その限りで法は，コンツェ
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ルン親会社の自己制御や，基準設定，監査シ

ステム，外部に向かって宣言される自己義務

付け，といった事実の社会学的発見と結合し

ている。これと並んで指揮義務は，特にリス

クの高い技術を扱う場合に，コンツェルン親

会社が，生産施設，あるいはノウハウを供給

し，またはその資金手当てをしたという事実

を基礎として根拠付けることができる。この

ような「事前に行われた行為」―自己制御と

リスク惹起―からコンツェルン全体の組織義

務が生じるのであり，これにしたがってコン

ツェルン親会社は組織任務の最善の配分に配

慮し自分自身の任務を適切に認識しなければ

ならない。

上述した社会学的観点から発せられた問題

をこれに連結することができるであろう。す

なわちより多くの多国籍企業によって引き受

けられた一定程度の指揮任務が，多国籍企業

の取引範囲において要求される基準とみなさ

れるか，したがって多国籍企業にとってもま

た拘束的なものとみなされる取引慣行を決定

付けるかどうかという問題である。このこと

は平等原則に反する。なぜなら多国籍企業に

対して国内企業を優遇することになろうから

である。不平等な取り扱いは，しかしながら

正当化されうる。実際一つの正当化は，多国

籍企業が先進諸国における国内企業よりも多

くの技術上組織上のノウハウを持っていると

いう点に見出すことができる。ブラジルのよ

うな中進国に本拠を持つ規模の大きい国内コ

ンツェルンは，この論理に従えば「北の諸国」

の多国籍企業同様厳しく扱われなければなら

ないだろう18。

cc）広告法・販売法

公衆に対して宣言される自己義務付けに，

フォーマルな法が連結する。それは法が公衆

の中で生み出された信頼を保護するからであ

る19。この保護の対象者はコンツェルンの生

産物の購入者である。すなわち多国籍企業の

本籍国に居住する購入者でもある。

法的効果はまず信頼形成に際して，乱用を

阻止することに向けられる。これはとりわけ

不当広告に関する目標設定である。例えば

ヨーロッパ及びドイツの広告法は，生産に関

する特定の環境条件に対する指示は生産物広

告とみなされ，これによって不法広告の禁止

の適用範囲に入る，ということに配慮してい

る。例えば労働保護や，児童労働，環境保護

要請の顧慮に関して，生産物の生産方法に関

する不正かつ誤解を生じるような主張は許さ

れない。その際基準となるのは一定の指導像，

すなわち受領者の地平では，注意深い消費者

像，誇張表現に関するベースラインとして生

産の平均的な環境親和性と生産物品質の平均

である。

広告法が誤った信頼形成を阻止し健全な信

頼形成に寄与するのに対して販売契約法は，

それが裏切られた信頼に対して，責任を規定

することによって形成された信頼を重く受け

止めている。物の瑕疵を提示した購入者に，

完全履行，代金減額，返品，損害賠償の権限

を与える瑕疵担保責任は，インフォーマルに

形成された信頼をフォーマルな拘束へと導く

高い潜在力を持っている。生産条件に関わる

広告が，以前のドイツ法においては，購入物

の性質の非常に狭く理解された基準によって

濾過され，補償される性質とはみなされな

かったのに対し，EG規則1999/44 /EGによる

と，ものの契約適合性の状態として承認され

る。問題となるのは購入物のいかなる性格に

契約当事者が価値を置いたかということだけ

である。購入物に全く関係しない事情は考慮

されない。というのは契約適合的でなければ

ならないのは購入物であることに変わりはな

いからである。

ｃ）多国籍企業の自己制御の原理とフォーマ

ルな法

以上の考察をまとめると，多国籍企業は一

定程度の自己制御を広めたが，この自己制御

の社会的な組織機能が，特定の法的な指示・

移転条項によって受け止められ，自己制御を
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誘導し，規制し，場合によっては一般化する

ことになった，と総括することができる。こ

の誘導，規制，一般化のプロセスのなかに特

殊に「公的」な要素がある。これは，存在の

領域から当為の領域への越境に際して付加さ

れるものであって，自己制御の事実から直接

導かれるものではない。

自己制御の個別現象―基準，監査システム，

自己義務付け―から，それらに共通の事柄へ

と目を転じると，その中にある原理を発見す

ることができる。この原理は単に個別現象を

総括するだけではなく，同時に経験に接続す

る個別法規範の束にとっての指導的思考でも

ある。多国籍企業はもはや分権化された組織

ではなく，中心から制御されるものであって，

しばしば言及されるように距離を置いて制御

されるものではない。また責任法は，分権化

を前提とするがゆえに不完全なコンツェルン

法を指示するのではなく，中心的な制御の要

件に接続可能である。我々の検討結果をある

一般的な法原理に持ち込むとすれば次のよう

になる。多国籍企業は，その価値充足，リス

ク予想，組織潜在力のグローバル化によって，

特別の責任を引き受ける，という法原理であ

る。多国籍企業はしたがって適切なリスク管

理を義務付けられるのである。この原理は裁

判官や政治家による定立から生まれるだけで

なく，広範な実務と多国籍企業自身の自己拘

束に対応するものである。

Ⅳ．多国籍企業の自主法と国際法の発展

一般的な見地から特に承認されうるのは，

多国籍企業は問題の原因者であるばかりでな

く，フォーマルな法から独立に一定程度まで

自己制御する潜在力を有している，という事

実である。自分自身の利益追求ではなく公共

的利益の遂行が問題となっている限りにおい

て，多国籍企業はフォーマルな法的な規制の

客体であるだけでなく，事実的な自主法の策

定主体である。この自主法はグローバルな管

理に固有の資源として記録されうるものであ

る。

多国籍企業のインフォーマルな法，および

現地国及び本国のフォーマルな法と並んで，

国際法が存在するが，国際法にはいかなる役

割が残っているのかが問われることになる。

まず，なお多くの日常的作業がなされる。と

いうのも国家の法秩序は，上述した自己制御

への連結に鑑みると，調和を要求するもので

あるからである。このことは国際的な裁判管

轄と，外国の判決の承認の問題，ならびに広

告法，売買法，責任法に当てはまる。行政法

は，―例えば施設監督に際する自己定立基準

の取り込み―調和が必要な広範な領域となる

だろう。ここでは古典的な国家を基礎とする，

国際法による調和の継続が必要となる。

これを超えて，多国籍企業の環境行動に関

する国際的な取り決め，というより根本的な

問題がある。これは環境保護団体によって喧

伝され，法律学においても議論されている20。

しかしこの種の取り決めは，法へのアクセス

に関する紛争および保護水準の相違といった

問題によって，最終的には国家法へ取り込ま

れることになろう。

これに対して多国籍企業の自己制御におい

て進展したこと，すなわちインフォーマルな

法の国家横断化は，古典的な国際的契約に

よっては取り入れることができないであろう。

国際法の発展という形態においてであれ，

「国家横断的」な自律的契約・慣習法の形態

においてであれ，国家と並んで多国籍企業も

またその主体であるような法の層が発展する

とすれば，それは国際的契約とは別様のもの

となるであろう。そうなれば多国籍企業は，

諸国家共同体との横断的契約から直接権限を

与えられ，義務付けられることになろう21。

そうなると諸国家は場合によってその固有の

法秩序を，もはや横断的契約に反して変更す

ることができなくなるであろうが，そこに存

在する重要な主権放棄は，最終的には現実だ

けを映し出すものとなろう。逆に多国籍企業
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は，諸国家の集合化された行為権力と，これ

を推し進める世界公共圏に対峙し，この公共

圏を通じてより具体的で規制を伴う行為方法

を強要されることになろう。このような国家

横断的契約は，慣習法もまた法源となりうる，

より大きな国家横断的な法秩序の要素と見る

ことができるであろう。

このような国家横断的契約および慣習法規

の基盤は，国際的な組織や企業団体，個々の

多国籍企業の多様なソフトローを通じて用意

される22。このソフトローは多国籍企業（あ

るいは企業一般）を名宛人とし，主として多

国籍企業の参加の下で成立する。現時点で定

式化されたものを見るとなお漠然としすぎて

いるが，具体的基準を立てようとする試みは，

なされている。ソフトローを先行者とするこ

の種の取り決めは，初めてのものというわけ

ではないかもしれない。しかし，古典的な国

際法の根本的な変容が日程に上っているとい

うことができるのではなかろうか。
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